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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線のビームを提供するように構成された照明システムと、
　放射線の前記ビームの経路に配置される物品を支持するように構成された物品支持構造
と、
　前記物品を前記物品支持構造から放す解放力をもたらすように構成された物品取扱い部
と、
　前記物品が前記物品支持構造にて支持される際に、バックフィルガス圧力にて前記物品
の背面にバックフィルガスを供給する目的に前記物品支持構造に配備されたバックフィル
ガス供給部と、
　投影の間、前記物品支持構造に前記物品をクランプするように構成された静電クランプ
と、
　前記物品を前記物品支持構造から放すために、前記クランプ及び前記バックフィルガス
圧力を調整するように構成されたコントローラと、を有し、
　前記コントローラは、前記物品を取り外す際に、前記バックフィルガスが供給された状
態で前記物品取扱い部に前記物品を押圧させ、前記クランプを解除した後に、前記バック
フィルガス圧力を減じることを特徴とする
リソグラフィ装置。
【請求項２】
　前記物品支持構造上の前記物品の存在を検知するように構成された存在検知器をさらに
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具備しており、前記コントローラは、前記存在検知器により計測された存在検知に対して
前記バックフィルガス圧力を調整することを特徴とする請求項１に記載のリソグラフィ装
置。
【請求項３】
　前記存在検知器は、前記静電クランプに連結された静電クランプ容量検知器を含んでい
ることを特徴とする請求項２に記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
　前記コントローラは、変位センサにより計測がなされる前記物品の計測された位置ずれ
と、フォースセンサにより計測がなされる前記物品取扱い部の解放力の少なくとも一方に
対して前記バックフィルガス圧力を調整するように構成されていることを特徴とする請求
項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項５】
　前記バックフィルガス圧力は１－１５ｍｂａｒの範囲であることを特徴とする請求項１
に記載のリソグラフィ装置。
【請求項６】
　前記静電クランプは１５μｍ未満のバックフィルガスギャップを画成することを特徴と
する請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項７】
　前記物品支持構造はパターニングデバイスを支持するように構成されており、前記パタ
ーニングデバイスは、放射線の前記ビームの断面にパターンを与える役割を果たすことを
特徴とする請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【請求項８】
　前記物品支持構造は、パターン化ビームによってその目標部分にパターン形成がなされ
る基板を保持する基板テーブルであることを特徴とする請求項１に記載のリソグラフィ装
置。
【請求項９】
　基板を提供し、
　放射線のビームを提供し、
　パターニングデバイスを用いて放射線ビームの断面にパターンを与え、
　物品支持部を提供して前記基板および前記パターニングデバイスの少なくとも一方をク
ランプし、
　前記放射線のパターン化ビームを前記基板の目標部分に投影し、
　圧力にて前記物品支持部にバックフィルガスを供給し、そして
　前記基板および前記パターニングデバイスの少なくとも一方を前記物品支持部から取り
外すために、前記バックフィルガスが供給された状態で物品取扱い部により前記基板およ
び前記パターニングデバイスの少なくとも一方を押圧し、前記クランプを解除した後に、
バックフィルガス圧力を減じる、
ことを含むデバイス製造方法。
【請求項１０】
　パターン化ビームの投影の間、前記基板および前記パターニングデバイスの少なくとも
一方をクランプするクランプ力を与え、
　投影に先立ち前記バックフィルガス圧力を供給して前記基板および前記パターニングデ
バイスの少なくとも一方と前記物品支持部間の熱伝導を改善し、
　投影後、クランプ力を解除して、前記バックフィルガス圧力を用いることによって前記
物品支持部から前記基板および前記パターニングデバイスの少なくとも一方を取り外す、
ことをさらに含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　クランプ力解除の後に前記物品取扱い部によって前記基板および前記パターニングデバ
イスの少なくとも一方を持ち上げる、ことをさらに含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
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　放射線のビームを供給する手段と、
　前記放射線のビームの経路に配置される物品を支持する手段と、
　前記物品を前記支持手段から放す解放力をもたらすように構成された物品取扱い手段と
、
　前記物品が前記支持手段によって支持される際にバックフィルガス圧力にて前記物品の
背面にバックフィルガスを供給する手段と、
　投影の間、前記支持手段に前記物品をクランプする手段と、
　前記物品を前記支持手段から放すために、前記クランプ手段及び前記バックフィルガス
供給手段を調整するコントロール手段と、を含み、
　前記コントロール手段は、前記物品を取り外す際に、前記バックフィルガスが供給され
た状態で前記物品取扱い手段に前記物品を押圧させ、前記クランプを解除した後に、前記
バックフィルガス圧力を減じることを特徴とする
リソグラフィ装置。
【請求項１３】
　物品が物品支持構造により支持される際にバックフィルガス圧力にて前記物品の背面に
バックフィルガスを供給すること、
　前記物品への像投影の間、前記物品支持構造に前記物品をクランプすること、
　前記物品を放すために、前記バックフィルガスが供給された状態で物品取扱い部により
前記物品を押圧し、前記クランプを解除した後に、前記バックフィルガス圧力を減じるこ
と、
を含むリソグラフィ工程中に物品を支持する方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はリソグラフィ装置およびデバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は基板の目標部分に所望のパターンを与えるマシンである。リソグラ
フィ投影装置は例えば、集積回路（ＩＣ）の製造において使用可能である。この状況にお
いて、マスクといったようなパターニングデバイスはＩＣの個々の層に対応する回路パタ
ーンを生成するために使用される。そして、放射線感光材料（レジスト）の層を有する基
板（例えばシリコンウェハ）上の目標部分（例えば１つまたは複数のダイの部分から成る
）にこのパターンを結像することが可能である。一般的に、シングル基板は、順次露光さ
れる近接目標部分のネットワークを含む。既知のリソグラフィ装置には、全体パターンを
目標部分に１回の作動にて露光することにより各目標部分が照射される、いわゆるステッ
パと、所定の方向（「スキャニング」方向）にパターンを放射線ビーム下で徐々にスキャ
ニングし、これと同時に基板をこの方向と平行に、あるいは非並行にスキャニングするこ
とにより各目標部分が照射される、いわゆるスキャナーとが含まれる。
【０００３】
　従来のリソグラフィ投影装置において、フォトリソグラフィ工程の間、ウェハもしくは
レチクルといったような物品は、真空圧力、静電力、分子間結合力、あるいは単に重力に
わたるクランピング力により物品支持部にクランプされる。物品支持部は、ウェハもしく
はレチクルが保持される、同じ高さの平面を形成する複数の突起形状の面を画成する。こ
れらの突起高さのわずかな変動は像の解像度に弊害をもたらす。なぜならば、物品の理想
的な面位置からの小さなぶれがウェハの回転を生じ、この回転により結果的にオーバレイ
エラーを生じるからである。加えて、物品支持のこうした高さの変動はそれに支持される
物品の高さの変動となる。リソグラフィ工程の間、こうした高さの変動は投影システムの
制限された焦点距離により像の解像度に影響を与える。
【０００４】
　欧州特許出願第EP０９４７８８４号において、基板の平面度を改善する目的にて突起が
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配列された基板ホルダを有したリソグラフィ装置が記載されている。これらの突起は一般
的直径が０．５ｍｍであり、一般に互いに３ｍｍの距離をおいて配置されており、それに
よって基板を支持する支持部材のベッドを形成する。突起間の比較的広いスペースにより
、ことによると存在する汚染物質は一般に基板の平面度の障害とはならない。というのも
、これらの汚染物質は突起間にあり、基板を局所的に持ち上げることはないためである。
【０００５】
　この出願のコンテクストにおいて、「物品」は、上に述べたウェハ、レチクル、マスク
、もしくは基板といった用語、さらに詳しく述べると、リソグラフィ投影技術を用いてデ
バイスを製造する際に処理される基板、あるいはリソグラフィ投影装置におけるリソグラ
フィ投影マスクあるいはマスクブランクといったような用語、そして、マスク検査あるい
は洗浄装置といったようなマスク処理装置、あるいはマスク製造装置、あるいは他の物品
、あるいは放射線システムの光路にクランプされる光学素子のいずれかである。
【０００６】
　上に述べた突起の構成は、完全に水平であって、かつ適した方向に合わせることの可能
な支持の１つの単一面を形成する。複数の突起により接触面を減じられても、物理的に基
板と接触する比較的大きな突起の接触面が残る。これは、従来技術において「固着」とし
て知られる、基板ホルダの突起の上面と基板の背面間に結合力をもたらす。特に、真空稼
動状況においてこうしたような固着は無視できない。実際、一旦基板が基板ホルダにクラ
ンプされ、フォトリソグラフィ照射プロセスの位置に持ち込まれると、基板ホルダから基
板を放すのにかなりの時間を要する傾向があり、次のフォトリソグラフィルーチンのため
の機械の使用可能性においてコストのかかる遅延を生ずることを意味する。基板ホルダか
ら基板を放すためにある放出機構の妨害さえも引き起こす場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の一態様は、これらの固着力が問題とはならない基板ホルダを提供することによ
り、これらの問題を最小限に抑えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様において、請求項１に記載の特徴に従ったリソグラフィ投影装置を提供
する。特に、物品支持から物品を放すためにクランプおよび／またはバックフィルガス供
給圧を調整するように構築されたコントローラを具備したリソグラフィ装置において、物
品と物品支持部との固着力が減じられるか、もしくは完全になくなるようにバックフィル
ガス圧力を用いて物品が取り外しされる。従い、バックフィルガス圧力を使用することに
よって、基板と基板ホルダとの固着力を所望の程度に補正することが可能であり、あるい
は和らげることでさえも可能である。よって、バックフィルガス圧力によってもたらされ
る力により、基板が基板ホルダにもはやクランプされないようクランプが解除されると、
基板と基板ホルダ間の結合力が減じられるか、もしくはなくなる。
【０００９】
　本発明者は、真空環境においてバックフィルガスを放出することが、従来の見解に反し
て、問題とはならないことを発見したことを注記する。実際に、１０ｍｂａｒのバックフ
ィルガス圧力にて、０．１５ｍｂａｒ＊ｌ／ｓをはるかに下回る最大リーク率が達せられ
る。こうしたリーク率は真空状況下の稼動の許容範囲であることが分かっている。バック
フィルガスは、不活性ガスもしくは他の適したガスといったような他のガスを含む場合が
あることを注記する。
【００１０】
　好ましくは、コントローラは、バックフィルガス供給圧を減じる前にクランプを放す。
この方法により、依然存在するガス圧によって上向きへ上がり、物品を物品支持から放す
。これに反して、従来は、存在するバックフィルガスはクランプを放す前に排出される。
【００１１】
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　望ましい実施形態において、装置はさらに物品支持上の物品の存在を検知する存在検知
器を具備し、計測された存在検知に対してガス供給圧コントローラがバックフィルガス供
給圧を制御する。よって、存在検知器が物品の存在を検知すると、ガス圧力が出されるか
、もしくは特定の所定レベルに維持される。一方、物品が（もはや）存在しないことを存
在検知器が検知すると、ガス供給圧は、真空環境である環境下でガス流出を回避するため
止められる。
【００１２】
　さらに望ましい実施形態において、装置はさらに、物品が配置もしくは取り外しされる
間、物品を取り扱う物品取扱い部を具備する。物品取扱い部は取り扱われる物品を物品支
持部から放すリリース力をもたらすように調整されており、ここで、バックフィルガス供
給圧コントローラは、計測された位置ずれ、または物品取扱い部のリリース力に対してバ
ックフィルガス供給圧を調整する。この目的において、計測された位置ずれまたはリリー
ス力は物品の存在を示すことから、物品取扱い部は上記説明のように存在検知器としての
役割を有する。あるいは、静電クランプでは、存在検知器は静電クランプに連結された容
量検知器によって形成されうる。
【００１３】
　好ましくは、ガス充てん圧力は１－１５ｍｂａｒの範囲である。本発明の別の態様は請
求項１０に要点を述べたデバイス製造方法に関する。特に、該方法は、基板を提供し、放
射線のビームを供給し、パターニングデバイスを用いて放射線ビームの断面にパターンを
与え、物品支持を提供して基板およびパターニングデバイスの少なくとも一方を支持し、
放射線のパターン化ビームを基板の目標部分に投影し、物品支持に圧力によってバックフ
ィルガスを供給し、そして、バックフィルガスの圧力を用いることにより、基板およびパ
ターニングデバイスの少なくとも一方を物品支持から取り外すことから成る。
【００１４】
　本発明の方法により、物品支持への物品の固着は、バックフィルガス圧力の存在を用い
ることによってなくなるか、もしくは減じられる。特に、好ましくは該方法は、パターン
化ビームの投影の間、基板および／またはパターニングデバイスを物品支持にクランプす
るクランプ力をもたらし、投影に先立ちバックフィルガス圧力を供給して物品と物品支持
間における熱伝導を改善し、投影後にクランプ力を解除して、バックフィルガス圧力を用
いることによって物品支持から基板および／またはパターニングデバイスを取り外すこと
から成る。好ましくは、該方法は、バックフィルガス圧力の供給後、およびクランプ力解
除の前に、物品取扱い部により物品を押圧し、そして、クランプ力解除の後に物品取扱い
部によって物品を持ち上げることから成る。このようにして、解除の間、物品は物品ハン
ドラーと連続的に接触が保たれ、物品が物品ホルダから文字通り吹き飛ばされるリスクを
有しない。
【００１５】
　本発明の別の態様は、請求項１０に要点を述べたような、デバイスを製造する方法に関
する。特に、この方法は、基板を提供し、放射線のビームを供給し、パターニングデバイ
スを用いて放射線ビームの断面にパターンを与え、物品支持を提供して基板およびパター
ニングデバイスの少なくとも一方を支持し、放射線のパターン化ビームを基板の目標部分
に投影し、物品支持に圧力によってバックフィルガスを供給し、そして、バックフィルガ
スの圧力を用いることにより、基板およびパターニングデバイスの少なくとも一方を物品
支持から取り外すことから成る。
【００１６】
　本発明の別の態様は、請求項１３に要点を述べたようなリソグラフィ装置に関する。特
に、該装置は、放射線のビームを供給する手段と、放射線ビームの経路に配置される平ら
な物品を支持する手段と、物品が支持手段によって支持される際にバックフィルガス圧力
にて物品の背面にバックフィルガスを供給する手段と、投影の間、支持手段に物品をクラ
ンプする手段と、バックフィルガス圧力を用いることにより物品を支持手段から放すため
に、クランプ手段とバックフィルガス供給手段の少なくとも一方を調整する手段とから成
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る。
【００１７】
　本発明の別の態様は、請求項１４に要点を述べたような、デバイスを製造する方法に関
する。特に、該方法は、物品が物品支持構造により支持される際にバックフィルガス圧力
にて物品の背面にバックフィルガスを供給し、該物品への像投影の間、物品支持構造に物
品をクランプし、バックフィルガス圧力を用いることによって物品を放すために、供給と
クランピングの少なくとも一方を調整することから成る。
【００１８】
　リソグラフィ装置の使用法に関して、本文ではＩＣの製造において詳細なる参照説明を
行うものであるが、本文に記載を行うリソグラフィ装置は、集積光学装置、磁気ドメイン
メモリ用ガイダンスおよび検出パターン、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド
等の製造といった、他の用途においても使用可能であることは理解されるべきである。こ
うした代替的な用途において、本文に使用する「ウェハ」、「ダイ」なる用語は、それぞ
れ「基板」、「目標部分」といった、より一般的な用語と同義とみなされることは当該技
術分野の専門家にとって明らかである。本文に記載の基板は、露光の前あるいは後に、例
えばトラック（一般に基板にレジストの層を塗布し、露光されたレジストを現像するツー
ル）あるいは測定もしくは検査ツールにて処理される。適用可能である場合、本開示はこ
うした基板処理ツールもしくは他の基板処理ツールに適用されうる。さらに、例えば多層
ＩＣを作り出すために基板は２回以上処理される。ゆえに、本文に使用される基板なる用
語はすでに複数の処理層を含んだ基板にも当てはまる。
【００１９】
　本文において使用する「放射線」および「ビーム」なる用語は、イオンビームあるいは
電子ビームといったような粒子ビームのみならず、紫外線（ＵＶ）（例えば、３６５ｎｍ
、２４８ｎｍ、１９３ｎｍ、１５７ｎｍ、あるいは１２６ｎｍの波長を有する）、および
極紫外線（ＥＵＶ）（例えば５ｎｍ－２０ｎｍの範囲の波長を有する）を含む、あらゆる
タイプの電磁放射線を網羅するものである。
【００２０】
　本文において使用する「パターニングデバイス」あるいは「パターニング構造」なる用
語は、基板の目標部分にパターンを作り出すべく、投影ビームの断面にパターンを与える
ために使用可能なデバイスもしくは構造に相当するものとして広義に解釈されるべきであ
る。投影ビームに与えられたパターンは、基板の目標部分における所望のパターンとは必
ずしも完全には一致しないことを注記する。一般に、投影ビームに与えられるパターンは
、集積回路といったような、目標部分に作り出されるデバイスの特別な機能層に相当する
。
【００２１】
　パターニングデバイスは透過型か反射型である。パターニングデバイスの例には、マス
ク、プログラム可能ミラーアレイ、およびプログラム可能ＬＣＤパネルが含まれる。マス
クはリソグラフィにおいて周知のものであり、これには、様々なハイブリッドマスクタイ
プのみならず、バイナリマスク、レベンソンマスク、減衰位相シフトマスクといったよう
なマスクタイプも含まれる。プログラム可能ミラーアレイの例では、入射の放射線ビーム
を異なる方向に反射させるよう、小さなミラーのマトリクス配列を用い、その各々に傾斜
を個々にもうけている。このようにして反射ビームがパターン化される。パターニングデ
バイスの各例において支持構造はフレームもしくはテーブルであり、これらは例えば固定
式、もしくは可動式であって、パターニングデバイスを例えば投影システムに対して所望
の位置に配置するようにする。本文において使用される「レチクル」、「マスク」なる用
語は、より一般的な用語である「パターニングデバイス」と同義とみなされる。
【００２２】
　本文に使用する「投影システム」なる用語は、使用される露光放射線に適した、もしく
は浸液の使用または真空の使用といったような他のファクタに適した、屈折光学システム
、反射光学システム、反射屈折光学システムを含む様々なタイプの投影システムを網羅す
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るものとして広義に解釈されるべきである。本文において「レンズ」なる用語がどのよう
に使用されていても、より一般的な用語である「投影システム」と同義とみなされる。
【００２３】
　照明システムは、放射線の投影ビームを誘導、成形、あるいは調整を行う、屈折光学部
品、反射光学部品、および反射屈折光学部品を含む様々なタイプの光学部品を網羅する。
そしてこのような光学部品もまた以下において集約的、あるいは単一的に「レンズ」と称
する。
【００２４】
　リソグラフィ装置は、２つ（デュアルステージ）の基板テーブル、あるいはこれ以上の
基板テーブル（および／または２つ以上のマスクテーブル）を有するタイプのものである
。このような「多段」マシンにおいて追加のテーブルが並行して使用され得る。もしくは
、１つ以上のテーブルが露光に使用されている間、予備工程が他の１つ以上のテーブルで
実行され得る。
【００２５】
　リソグラフィ投影装置は、投影装置の最終構成要素と基板間のスペースを充填するよう
、例えば水といった比較的高い屈折率を有する液体に基板を液浸するタイプのものもある
。浸液は、例えばマスクと投影システムの第一構成要素間といった、リソグラフィ装置の
他のスペースにも適用されうる。投影システムの開口数を増す目的に液浸技術は従来技術
においてよく知られている。
【００２６】
　本発明の実施例についての詳細説明を、添付の図面を参照に、例示の方法においてのみ
行うものとする。ここで、一致する参照符合はその対応一致する部分を示すものとする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　図１は、本発明の実施形態に基づくリソグラフィ投影装置を示したものである。本装置
は、放射線の投影ビームＰＢ（例えばＵＶ放射線あるいはＥＵＶ放射線）を供給する照明
システム（照明装置）ＩＬと、パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持し、か
つ、品目ＰＬに対してパターニングデバイスを正確に位置合わせする第一位置決め構造Ｐ
Ｍに連結を行った第一物品支持部あるいは物品支持構造（例えばマスクテーブル）ＭＴと
、基板（例えばレジスト塗布ウェハ）Ｗを保持し、かつ、品目ＰＬに対して基板を正確に
位置合わせする第二位置決め構造ＰＷに連結を行った第二物品支持部（例えばウェハテー
ブル）ＷＴと、パターニングデバイスＭＡにより投影ビームＰＢに与えられたパターンを
基板Ｗの（例えば１つ以上のダイから成る）目標部分Ｃに結像する投影システム（例えば
反射投影レンズ）ＰＬとから成る。
【００２８】
　ここで示しているように、この装置は反射タイプ（例えば反射マスクあるいは上記に相
当するタイプのプログラム可能ミラーアレイを使用する）である。あるいは、該装置は透
過タイプの（例えば透過マスクを使用する）ものも可能である。
【００２９】
　照明装置ＩＬは放射線ソースＳＯから放射線のビームを受け取る。例えばソースがプラ
ズマ放電ソースである場合、ソースとリソグラフィ装置は別々のエンティティである。こ
のような場合、ソースは投影装置の部分を形成するとは見なされず、放射線ビームは一般
に、例えば適した集光ミラーおよび／またはスペクトル純度フィルタから成る放射線コレ
クタにより、ソースＳＯから照明装置ＩＬに渡される。他のケースでは、例えばソースが
水銀ランプである場合、ソースは装置の統合部分になりうる。ソースＳＯおよび照明装置
ＩＬは放射線システムと称される。
【００３０】
　照明装置ＩＬは、ビームの角強度分布を調整する調整装置を備える。一般的に、照明装
置の瞳面における強度分布の少なくとも外部かつ／あるいは内部放射範囲（一般的にそれ
ぞれ、σ－ｏｕｔｅｒおよびσ－ｉｎｎｅｒに相当する）が調整可能である。照明装置は
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、その断面に亘り所望する均一性と強度分布を有する、投影ビームＰＢに相当する放射線
の調整ビームを供給する。
【００３１】
　投影ビームＰＢは、マスクテーブルＭＴに保持されたマスクＭＡの形態で示されている
パターニングデバイスに入射する。投影ビームＰＢはマスクＭＡに反射し、基板Ｗの目標
部分Ｃ上にビームの焦点を合わせるレンズＰＬを通過する。第二位置決め構造ＰＷおよび
位置センサＩＦ２（例えば干渉計）により、基板テーブルＷＴは、例えばビームＰＢの経
路における異なる目標部分Ｃに位置を合わせるために正確に運動可能である。同様に、第
一位置決め構造ＰＭおよび位置センサＩＦ１は、例えばマスクライブラリからマスクＭＡ
を機械的に検索した後に、あるいは走査運動の間に放射線ビームＢの経路に対してマスク
ＭＡを正確に位置決めするために使用され得る。一般的に、オブジェクトテーブルＭＴお
よびＷＴの運動は、位置決め手段ＰＭおよびＰＷの部分を形成するロングストロークモジ
ュール（粗動位置決め）およびショートストロークモジュール（微動位置決め）にて行わ
れる。しかし、ステッパの場合（スキャナとは対照的に）、マスクテーブルＭＴはショー
トストロークアクチュエータのみに連結されるか、あるいは固定される。マスクＭＡおよ
び基板Ｗは、マスクアライメントマークＭ１、Ｍ２、および基板アライメントマークＰ１
、Ｐ２を使用して位置合わせされる。
【００３２】
　本記載の装置は次の望ましいモードにおいて使用可能である。
【００３３】
　ステップモードにおいて、マスクテーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは基本的に静止
状態に維持されており、投影ビームに与えられた全体パターンが１回の作動（すなわちシ
ングル静的露光）で目標部分Ｃに投影される。次に基板テーブルＷＴがｘ方向および／あ
るいはｙ方向にシフトされ、異なる目標部分Ｃが露光可能となる。ステップモードにおい
ては、露光フィールドの最大サイズにより、シングル静的露光にて結像される目標部分Ｃ
のサイズが制限される。
【００３４】
　スキャンモードにおいて、投影ビームに与えられたパターンが目標部分Ｃに投影されて
いる間、マスクテーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは同時走査される（すなわちシング
ル動的露光）。マスクテーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方向は、投影
システムＰＬの縮小および像反転特性により判断される。スキャンモードにおいては、露
光フィールドの最大サイズにより、シングル動的露光における目標部分の幅（非走査方向
における）が制限される。一方、走査動作長が目標部分の高さ（走査方向における）を決
定する。
【００３５】
　他のモードにおいて、マスクテーブルＭＴは、プログラム可能パターニング手段を保持
し、基本的に静止状態が維持される。そして、基板テーブルＷＴは、投影ビームに与えら
れたパターンが目標部分Ｃに投影されている間、移動あるいは走査される。このモードに
おいては、一般にパルス放射線ソースが用いられ、プログラム可能パターニングデバイス
は、基板テーブルＷＴの各運動後、もしくは走査中の連続的放射線パルスの間に更新され
得る。この稼動モードは、上述のようなタイプのプログラム可能ミラーアレイといった、
プログラム可能パターニング手段を使用するマスクレスリソグラフィに容易に適用可能で
ある。
【００３６】
　上に述べた使用モードを組み合わせたもの、かつ／または変更を加えたもの、あるいは
それとは全く異なる使用モードもまた使用可能である。
【００３７】
　図２は、本発明の実施形態に基づく、静電クランプ３および／またはバックフィルガス
供給４を調整するコントローラ２を具備した調整装置１の略図である。コントローラ２は
リソグラフィ装置の制御ロジックにより具体化されるソフトウェア部分であり、すなわち
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これは別々の調整機能であるか、もしくはリソグラフィ装置の処理機能を制御する一般的
な制御プログラムにて具体化される。他の方法では、コントローラ２は、回路によって制
御機能を提供するように調整されたデジタル回路および／またはアナログ回路といったハ
ードウェアにより具体化され、そうした回路は、その設計がこの出願の開示を読むことで
苦労せずに提供可能であることから、骨をおって作り出す必要がないものである。図１に
示しているようにクランプ３は、１９９９年１０月６日に公開された欧州特許番号ＥＰ０
９４７８８４号において記載されているような複数の突起を有して示されている物品支持
５の部分を形成する。上記特許の開示内容を本明細書に引用したものとする。突起６は支
持に超平面をもたらし、それによってフォトリソグラフィ工程の間、物品７は最適な方法
にて水平面が維持される。物品７を物品支持５に安定保持するため、クランプ３はクラプ
力をもたらす。すなわち、物品７は、例えば静電クランプもしくは従来技術において公知
の他のクランピング方法により物品支持５に押圧される。この目的において、本発明の一
態様は（反射または透過）レチクルのような光学素子といった、投影ビームに配置される
一般的な平らな物品に、あるいは、ウェハといったような照射される基板に、等しく適用
されることは明らかである。
【００３８】
　さらに、物品支持５から物品７を取り外すために、図２の実施例において物品ハンドラ
ーピン８（従来技術においてはｅ－ピンあるいはイジェクションピンとして知られている
）を具備する。これらのうちの２つは対応するアクチュエータ９と共に示されている。フ
ォトリソグラフィ照明工程が終了した後、ピン８は上方に移動して物品７と接触し、それ
によって物品支持５の突起６から物品７を持ち上げる。次に物品取扱い部（図示せず）は
物品７と接触し、物品支持５からこれを運び出す。
【００３９】
　従来的に、物品支持５から物品７を取り外す際に物品７に相当な力がかけられている。
その場合でも、イジェクションピン８が物品７を取り外すほどの強度を有しない程度に物
品７を物品支持５に接合することもある。物品支持５から物品７を取り外すためにフォト
リソグラフィ工程が中断され、装置をメンテナンスにアクセスする必要があるとき、いわ
ゆるダウンタイムとなる。こうした接合は「固着」（sticking）に相当する。
【００４０】
　本発明の一態様に基づいて、バックフィルガス圧力を使用することにより、物品７と物
品支持５との固着力を所望の程度に補正することが可能であり、また、やわらげることさ
えも可能である。この目的において、本発明の一態様に基づいて、バックフィルガス圧力
によってもたらされる力により、物品７がもはや物品支持５にクランプされないようにク
ランプがスイッチオフされると、物品７と物品支持５との結合力は減じられるか、もしく
はなくなる。
【００４１】
　フォトリソグラフィ工程の間、物品７と物品支持５間のキャビティ１０にバックフィル
ガス４０が供給され、物品７と物品支持５との熱接触を強化する。熱変形もしくは損失さ
えも生じうる物品７の過熱を防ぐことから、これは照明のパフォーマンスに有益である。
従来的においては、フォトリソグラフィ工程の後、バックフィルガス４０はバックフィル
ガスポンプ１１によってポンプ排出される。このポンプ１１は、キャビティ１０にガスを
供給する別装置（図示せず）であって、かつキャビティ１０からガスを抜き取る別装置（
図示せず）である。
【００４２】
　本発明の一態様に基づいて、バックフィルガス供給圧を減じる前にクランプ３を緩める
べく、コントローラ２はクランプ３および／またはバックフィルガスポンプ１１の圧力を
調整する。このように、バックフィルガス４０の全圧力が固着力に逆らうように使用され
る。１０ｍｂａｒの一般的な圧力に関して、このような抵抗力は、３００ｍｍのウェハに
対して、一般的にウェハを物品支持５から放すのに十分な７０Ｎの抵抗力となる。従来の
レチクルに関してこのような力は２２Ｎのオーダとなる。
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【００４３】
　図２において、コントローラ２は、静電クランプ３とそれによりクランプされる物品７
により形成されるキャビティを計測することによって物品支持５上の物品７の存在を検知
する存在検知器（図示せず）を備える。容量の変化は物品７の存在を示す。別の方法にお
いて、存在検知器は、ピン８の変位および／またはピン８により及ぼされる緩め力を計測
するセンサによって形成可能である。あるいは、別検知器によって、例えば光検知によっ
て存在検知を行うことも可能である。存在検知はバックフィルガス供給ポンプ１１の調整
において使用される。物品７が物品支持５にクランプされる第一位置において、物品７の
存在が示されると、バックフィルガス供給圧を用いて物品支持５から物品７を放すために
、供給ポンプ１１により生成されるバックフィルの圧力を継続するか、もしくは増すこと
にもなる。物品７の存在がもはや検知されないとき、バックフィルガス供給ポンプ１１は
バックフィルガス４０の供給を停止するよう調整される。
【００４４】
　熱伝導に通常使用されるガスと異なるバックフィルガスを供給するために存在するのは
単一ガス供給である。あるいはこうしたガス供給は、熱分離のためにバックフィルガスを
供給する目的に従来のガス供給に加えて存在する。この態様において、バックフィルガス
は例えば本実施例において持ち上げのためだけに使用される。ここで、クランピングは真
空クランピングにより実行される。このような実施形態においてはクランプ３は存在せず
、クランプは吸引モードのポンプ１１によって形成される。しかし、物品７を放している
間、コントローラ２は、ガスの流動の方向により陽圧をもたらすようポンプ１１を調整す
る。このような状態において、物品７の背面方向にバックフィルガス４０が供給され、バ
ックフィルガス供給圧を用いることにより物品７を物品支持５から放す。
【００４５】
　図３は、本発明の実施例に基づく方法の、本発明による工程を示した略図である。すな
わち、第一シーケンスＩに従うフォトリソグラフィ工程を用いてデバイスが製造される方
法において、第１ステップ１２にて、ウェハもしくは（反射）レチクルといった物品が物
品支持５にクランプされ、フォトリソグラフィ照射ステップが行われる。次に、第２ステ
ップ１３において、バックフィルガスが物品７の背面に供給される。バックフィルガスが
熱伝導の理由で供給される場合、このステップは照射ステップに先立って行われる。第１
ステップ１２の実行後、クランプ力により物品７を物品支持５にクランプする。ゆえに、
第２ステップ１３におけるバックフィルガスの供給は物品支持５から物品を取り外すこと
にはならない。しかし第３ステップ１４において物品７を取り外すために、コントローラ
２は物品７を押圧するようにピン８を調整する。次に第４ステップ１５において、コント
ローラ２は支持５から物品７を持ち上げるようピン８を調整する。ステップ１５とほとん
ど同時に、第５ステップ１６において、コントローラ２はクランプ力をスイッチオフする
ようクランプ３を調整する。次に、バックフィルガスの圧力はバランスを失い、ゆえに、
物品７に上方への力が及ぼされる。
【００４６】
　ステップ１５とほとんど同時に、第６ステップ１７において、ピン８は連続的な押圧接
触により物理的に物品７を動かす。
【００４７】
　あるいは、ステップ１５ａにおいて、バックフィルガス圧力を増し、ピン８によって及
ぼされる圧力をさらに補助する。
【００４８】
　図４に示したさらに別のシーケンスIIに従い、ステップ１４に類似するステップ１８に
おいて、ピン８は物品７の押圧を開始する。次のステップ１９において、バックフィルガ
ス圧力が増やされて支持５から物品７を持ち上げる。ステップ１９とほとんど同時にステ
ップ２０において、コントローラ２はクランプ力をスイッチオフするようクランプ３を調
整する。次に、物品７に及んだ力がバランスを失うことから、物品は上方に動く。ステッ
プ１９とほとんど同時に、ステップ２１において、ピン８は連続的な押圧接触により物品
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７を物理的に動かす。
【００４９】
　図５は、計算されたリーク率負荷と、３００ｍｍのウェハをクランプする物品支持に対
する１時間当たり（ＷＰＨ）に処理されたウェハ数とを表したグラフである。このグラフ
において、１μｍから１０μｍの範囲の多様なバックフィルガスギャップにおける概算リ
ーク率が示されている。リーク率が、静電クランプされた真空システムにおいて不活性ガ
スの最大許容リーク率を規定する０．１５ｍｂａｒ＊ｌ／ｓをはるかに下回っていること
が示される。この状況において、真空圧なる言葉は、環境下の特定ガスに関連する。例え
ば、炭素水素および水に関しては、許容バックグラウンド圧力はｌｅ－９からｌｅ－１２
ｍｂａｒのオーダで、非常に低い。不活性ガスに関して要求はそれほど厳しくなく、例え
ばＡｒに関しては許容バックグラウンド圧力はｌｅ－４ｍｂａｒからｌｅ－２ｍｂａｒの
範囲であり、とりわけｌｅ－３ｍｂａｒの圧力である。また、相対バックグラウンド圧力
は装置環境の点において変わる。例えば、物品支持がウェハ支持の環境にて機能する場合
、特定の構成要素に対する真空要求は、物品支持がレチクル支持として機能する環境にお
けるよりも厳しくない。すなわち、汚染物質（ＣｘＨｙおよびＨ２Ｏのような）の部分圧
は、光学部（レチクル支持を含む）とウェハ部間ではファクタ１００異なり、総圧力（一
般的な数値はｌｅ－９からｌｅ－１２ｍｂａｒ）よりもかなり低い。リーク率はギャップ
高により、１時間当たりウェハ１５０まで高いスループットに対して、最大３．１０－４
ｍｂａｒ＊ｌ／ｓまで変化することが示されている。従い、稼動環境において、バックフ
ィルガス供給圧を用いて物品を物品支持から放すことは、真空稼動環境に対してバックフ
ィルガス負荷に問題がないことが明確に示されている。
【００５０】
　本発明の一態様に基づいて、本バックフィルガスによりもたらされる上方への力は物品
支持から物品を持ち上げるために有効に使用され得る。
【００５１】
　以上、本発明の実施形態を詳細に説明したが、本発明の態様は上述の説明以外の方法で
も具体化できることは当業者にとって明らかである。本詳細説明は本発明を制限する意図
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施例に基づくリソグラフィ装置を示したものである。
【図２】本発明の実施例に基づく調整装置を具備したリソグラフィ装置の実施形態の略図
である。
【図３】本発明の実施例の方法によるデバイスを製造する工程の略図である。
【図４】本発明の別の実施例の方法によるデバイスを製造する工程の略図である。
【図５】３００ｍｍのウェハをクランプする物品支持に対して計算されたリーク率負荷を
示したものである。
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